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木造家屋建築工事業の
労働災害発生状況等
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木造家屋建築工事業の労働災害の推移
（平成2 8年～令和７年）
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※休業４日以上の労働災害による死傷者

⚫ 休業４日以上の労働災害は令和５年以降、３年連続で減少しており、令和６
年、７年は５０件を下回る。

⚫ 死亡災害は過去１０年間で１４件発生しており、令和７年も１件発生。

木建の災害特徴①

※新型コロナウイルス感染症によるものを除く



事故の型別労働災害発生状況
（令和３年～令和７年）

墜落・転落,

146, 46%

切れ・こすれ, 48, 15%

転倒, 26, 8%

飛来・落下,22, 7%

はさまれ等, 18, 6%

激突, 12, 4%

激突され, 12, 4%

その他, 32, 10%

事故の型別

合計
316人

※休業４日以上の労働災害による死傷者

⚫ 事故の型別では墜落災害が最も多く、全体の約半数（46％）を占める。
⚫ 次いで、切れ・こすれが多く、全体の15％を占める。

木建の災害特徴②

※新型コロナウイルス感染症によるものを除く



墜落災害の起因物別労働災害発生状況
（令和３年～令和７年）

屋根、はり等, 

47, 32%

足場, 35, 24%

はしご等, 34, 23%

トラック（ユニック含む）, 10, 7%

開口部, 7, 5%

作業床, 5, 3% その他, 8, 6%

墜落災害の発生場所

墜落災害
の合計
146人

※休業４日以上の労働災害による死傷者

⚫ 墜落・転落災害は屋根等、足場、はしご等の順に多く発生しており、これら
の墜落災害が約８割（79％）を占める。

木建の災害特徴③



建設業の労働災害発生状況（令和８年４月末）
 

※休業４日以上の労働災害による死傷者

※新型コロナウイルス感染症によるものを除く

年別 令和７年４月末 令和８年４月末

前年増減災害別

業種別
死亡

休業4日
以上

死亡
休業4日
以上

全産業 5 322 3 364 +42 +13.0%

建設業 3 55 2 50 -5 -9.1%

土木工事業 3 23 2 20 -3 -13.0%

建築工事業 0 21 0 20 -1 -4.8%

鉄骨鉄筋 0 6 0 5 -1 -16.7%

木造建築 0 7 0 9 +2 +28.6%

その他の建設 0 11 0 10 -1 -9.1%

※労働者死傷病報告（休業４日以上）を集計したもの。



事故の型別災害発生状況の比較

⚫ 令和７年と比較して、令和８年は２ｍ以上の箇所からの墜落・転落災害が増えている。

木建の災害特徴④

※新型コロナウイルス感染症によるものを除く
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※新型コロナウイルス感染症によるものを除く



木造家屋建築工事業における死亡災害事例
（令和３年～令和７年）

（令和５年及び令和６年５月末）（令和５年及び令和６年５月末）（令和５年及び令和６年５月末）

令和３年

番号 署別 発生月 年齢 事故の型 起因物 発生状況

１ 大曲 ７月 60歳代 感電 送配電線等 個人住宅の軒の補修工事において、被災者が破損した
軒を足場上で補修する作業中、足場上にあった電柱から
住宅へつながる引き込み線（電線）をくぐり抜けようと
した際に、引き込み線の配線の被覆が剥がれていた個所
に首が接触したことにより感電したものと推定される。

２ 横手 ９月 70歳代 交通事故 トラック 被災者は、作業現場で発生した廃材を産廃処理場へ軽
トラックで運搬・積み下ろしした後、作業現場に戻るた
め道路上を走行し交差点（信号有）を右折したところ、
直進してきた対向車（軽乗用車）と衝突した。

３ 能代 12月 70歳代 墜落、転落 足場 被災者は、社会福祉施設１階の軒天井を改修するため
に設けた足場の作業床上（高さ1.9m）もしくは、足場
の昇降設備上から、コンクリート地面に墜落し頭部を強
打したものと推定される（災害発生時は保護帽未着
用。）。



木造家屋建築工事業における死亡災害事例②
（令和３年～令和７年）

（令和５年及び令和６年５月末）（令和５年及び令和６年５月末）（令和５年及び令和６年５月末）

令和４年

番号 署別 発生月 年齢 事故の型 起因物 発生状況

１ 大曲 ７月 70歳代 墜落、転落 はしご 作業小屋の屋根の修理箇所を事前に確認するため、
軒先に二連はしごをかけ、同僚がその下部を押さえ、
被災者がはしごをのぼり下部から上部に移動したとこ
ろ、上下連結部分のロック金具が外れていたため、は
しごの上部が下方にスライドし、被災者が地面に墜落
した。

２ 大館 ８月 70歳代 墜落、転落 足場 住宅の外壁等塗装工事において、一側足場上で二階
の窓の養生作業を行っていたところ、約4.6ｍ下のアス
ファルト舗装地面に墜落した。

３ 秋田 10月 70歳代 墜落、転落 屋根、はり、
もや、けた、

合掌

工場の屋根改修工事において、屋根の端で、手工具
を用いて既存の屋根の下に新しい屋根材を押し込む作
業を行っていたところ、バランスをくずし、コンク
リート地面に墜落した。



木造家屋建築工事業における死亡災害事例②
（令和３年～令和７年）

（令和５年及び令和６年５月末）（令和５年及び令和６年５月末）（令和５年及び令和６年５月末）

令和６年

番号 署別 発生月 年齢 事故の型 起因物 発生状況

１ 大館 ６月 70歳代 墜落、転落 屋根、はり、
もや、けた、

合掌

建て方作業において、被災者は梁上に仮置きされた
母屋材を運ぶため、母屋材に向かって梁上を移動して
いたところ、バランスを崩して約3.4m下の土間コンク
リートに墜落した。被災者はヘルメットを着用してい
たが、墜落防止措置は講じていなかった。

番号 署別 発生月 年齢 事故の型 起因物 発生状況

１ 秋田 ８月 40歳代 墜落、転落 足場 住宅の屋根、外壁の塗装工事において、屋根の破風

部分を塗装するため足場の端部からメッシュシートを

外して身を乗り出すようにして塗装していたところ、

約６メートル下の地面に墜落した。。

令和７年



はしご・脚立からの墜落・転落防止

脚立移動はしご

□身体のバランスを崩しやすい脚立の使い方をしないこと。
→荷物を持っての昇降、またがって使用、天板に乗る、
身体を乗り出す等

□「墜落時保護用」のヘルメットを着用すること。
□「閉じ止め金具（脚立の脚が不意に開閉することを防止
するための金具）」を必ず使用すること。

足元の高さが２ｍ以上の箇所で作業する場合、墜落の
危険性が相対的に低いローリングタワー（移動式足場）、
可搬式作業台、手すり付き脚立、高所作業車などに変更
できないか事前に検討をお願いします。



保護帽（ヘルメット）の着用

要チェック！
ヘルメット内側に貼られて
いる「国家検定合格標章」
等に用途が書かれていま
す！

  参考
あごヒモと耳ヒモの接続
部分を留め具等で固定す
ると、墜落時の衝撃でヘ
ルメットが着脱しにくく
なります！

ヘルメットの
着用ポイント

特に  と  を忘れずに！
(死亡災害時によく見られた、
 忘れやすいポイントです)



・１メートル以上の幅(※足場を使用する建築物等の外
面を起点としたはり間方向の水平距離)を確保できる

・足場（つり足場を含む。）の作業開始前や組立完了
後等に行う点検について、点検者をあらかじめ指名す
ること。
・点検者の指名方法例
→書面のほか、口頭、メール、電話等

・点検の結果や修繕内容等に加えて点検者の氏名を記録
すること。
・保存期間は元請がすべての工事が終了するまでの間、
下請が請け負った仕事を終了するまでの間。

足場からの墜落防止措置の強化

１ 幅１ｍ以上の箇所における原則本足場の使用

３ 点検者の氏名を点検表へ記録及び点検表の保存 

２ 足場の点検をする前に点検実施者を指名

はり間方向

建築
物

場合は、原則として本足場を使用す
ること。ただし、①つり足場を使用
するとき、②障害物の存在その他の
足場を使用する場所の状況により本
足場を使用することが困難なときは、
一側足場の使用が可能。



足場からの墜落防止措置の強化



足場の各種点検

「足場等の種類別点検チェックリスト」を活用しましょう！

①くさび緊結式足場用 ②わく組足場用



木造家屋建築工事現場における墜落・転落防止

（令和５年及び令和６年５月末）（令和５年及び令和６年５月末）（令和５年及び令和６年５月末）

無料でダウンロード

できます！

秋田労働局 安全衛生



【基本的な対策】
□開口部や妻面、足場と躯体との隙間の墜落危険箇
所に手すり、囲い、渡り等を設置すること。
□足場設置後、使用前等における足場の点検を確実
に行うこと。
□作業の必要のため、手すりを取り外したときは、
作業後必ず元に戻すこと。
□屋根上や高所の作業がある場合には、足場を設置
したとしても、より安全のため要求性能墜落制止用
器具の使用徹底を図ること。（二丁掛フルハーネス
の使用を推奨。）

【手すり先行工法】
・足場の組立及び解体作業時、
作業床の最上層に常に手すりが
ある工法。
・足場最上層からの墜落防止効
果が高く、働きやすい安心感の
ある足場。

足場からの墜落・転落防止対策

足場からの墜落・転落防止



2021年4月1日

労働安全衛生法及び作業環境測定
法等の改正について

２



① 個人事業者等の安全衛生対策の推進

令和3年5月 建設アスベスト訴訟

最高裁判所

労働安全衛生法第22条は、労働

者だけでなく、同じ作業場所で

作業する個人事業者・警備員・

搬入業者等も含まれます！



① 個人事業者等の安全衛生対策の推進

（１）労働安全衛生法第22条（有害業務）に対する個人事業者等の保護措置

が義務化 関係省令の改正 R5.4.1 施行

 （２）労働安全衛生法第20条（機械設備等）・21条（危険な業務）に対する

個人事業者等の保護措置が義務化 関係省令の改正 R7.4.1施行

○運転席以外へ
の搭乗禁止

○悪天候時
作業禁止

○保護具着用
の周知

○有害作業場所
への立入禁止



① 個人事業者等の安全衛生対策の推進

労働者を立入禁止や喫煙・飲食

禁止にする場所について、その

場所にいる労働者以外の人も立

入禁止や喫煙・飲食禁止とする

こと。（労働安全衛生規則第 

585 条第１項等）

○立入禁止、喫煙等禁止

作業に関する事故等が発生し労

働者を退避させる必要があると

きは、同じ作業場所にいる労働

者以外の人も退避させること。

（有機溶剤中毒予防規則第27 

条第１項等）

○退避 ○有害性等の掲示

化学物質の有害性等の掲示は、

その場所にいる労働者以外の人

も見やすい箇所に掲示すること

。（有機溶剤中毒予防規則第 

24 条第１項等）



① 個人事業者等の安全衛生対策の推進

労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及

び義務の主体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措

置を定めました。

 （１）注文者等の配慮 R7.5.14施行

労働安全衛生法第３条第３項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期

などに対する配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の

注文者にも広く適用されることを明確化しました。

 （２）混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大 R8.4.1施行

（特定）元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている

労働者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象

が当該労働者から個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。また、政令で定め

られた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために講ずべき措置

について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされました。

施工方法や後期に追加
して作業方法や納期等

も追加



① 個人事業者等の安全衛生対策の推進

（３）業務上災害報告制度の創設 R9.1.1施行

 個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労

働省に報告させることができることとしました。 報告主体や報告事項などの報告の仕

組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととし ています。

 （４）個人事業者等自身への義務付け R9.4.1施行 

個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①構造規

格や安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自主

検査の実施、③危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付けること

としました。

（５）作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け R9.4.1施行

 作業場所管理事業者（仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理す

るものをいいます。）に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業

従事者のいずれかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の

連絡調整等の必要な 措置を講ずることが義務付けられました。



① 個人事業者等の安全衛生対策の推進

○個人事業者等の業務上の災害の把握等

１ 報告対象・報告時期

休業４日以上の死傷災害 （脳心・精神事案は別途措置。）について､労働基準監督署に遅滞なく報告

２ 報告主体
・個人事業者等が死亡した場合等は、「特定注文者」等（※）が労働基準監督署に報告

※「特定注文者」とは、「個人事業者等が行う仕事の注文者であって、災害発生場所（事業場等）におい
て業務を行っている者のうち、 個人事業者等から見て直近上位のもの」をいう。「特定注文者」が存在
しない場合には、災害発生場所（事業場等）を管理する事業者（「災害発生場所管理事業者」という。）
が労働基準監督署に報告。

・個人事業者等が災害発生の事実を伝達・報告することが可能な場合は、「個人事業者等」が「特定注文
者」等に報告し、報告を受けた「特定注文者」等が監督署に報告

・個人事業者等が中小企業経営者や役員である場合は、上記にかかわらず所属企業が監督署に報告
※個人事業者等本人や個人事業者等が加入している業種・職種別団体から監督署への情報提供も可能

３ 報告事項
・発生場所、災害発生日時、被災者に関する情報（氏名、年齢、性別、業種等）、報告者に関する情報、
被災程度、災害の概要・原因など

４ その他

・個人事業者等が「特定注文者」等に報告したことを理由とする特定注文者等による不利益取扱いの禁止
・脳・心臓疾患及び精神障害に関しては、災害報告とは別に、個人事業者等自身が労働基準監督署に報告
できる（報告事項には、上記３に加え、「発症と関連のある情報」も含む。）



① 個人事業者等の安全衛生対策の推進



② 職場のメンタルヘルス対策の推進
（令和７年版過労死白書抜粋）

● 精神障害事案の労災保険給付の請求件数は年々増加し続けており、特に令和5年度に大きく増加している。

● 内訳を見ると、「自殺以外」は年々増加し、平成22年度の約3.5倍となっている一方、「自殺（未遂を含
む）」はおおむね横ばいないし微増である。

＜請求件数の指数推移（平成22年度の件数を100とした場合）＞

（年度）

（年度）

＜支給決定（認定）件数の指数推移（平成22年度の件数を100とした場合）＞

（年度）

（年度）

１ 労災請求件数の推移 ２ 労災支給決定（認定）件数の推移
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（資料出所）厚生労働省「過労死等の労災補償状況」を基に作成
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② 職場のメンタルヘルス対策の推進

高ストレス者

医師の面接指導

集団分析

職場環境改善

メンタルヘルス不調の未然防止

公布後３年以内に政令で定める日から施行

ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている常用労

働者数5 0人未満の事業場においても、ストレスチェックや高ストレス者へ

の面接指導の実施が義務付けられました。

国においても小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、5 0人未

満の事業場に即したストレスチェックの実施体制・実施手法についてのマニ

ュアルの作成や、医師による高ストレス者への面接指導の受け皿となる地域

産業保健センター（地さんぽ）の体制拡充などの支援を進めていきます。

義
務 努

力
義
務

ストレスチェック

【ストレスチェック制度の流れ】



② 職場のメンタルヘルス対策の推進

• メンタルヘルス対策に困ったら…（心理
職・保健師・社会保険労務士など専門家に
よる個別審支援）

• メンタルヘルス対策に関する新入社員研修
• メンタルヘルス対策に関する管理監督者研

修
• メンタルヘルス対策に関する社員研修
• 心の健康づくり計画の作成支援
• 個別具体的な相談への対応

【秋田産業保健総合支援センター】を活用
しましょう ℡：018-884-7771



＜参考＞ 改正安衛法等セミナーの開催について

・秋田労働局と秋田産業保健総合支援センターの共催
・Zoomによるオンラインセミナー
・参加は無料
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建築物、工作物の解体・改修
工事における石綿事前調査等

３
30



石綿健康障害の防止

建築物・工作物の解体・改修工事

・工事対象となるすべての部材について、石綿含有の有無
を設計図書と目視により事前調査を行うこと。

・事前調査は有資格者が行うこと。 

・令和８年１月１日以降着工の工事から工作物（ボイラー
等）の事前調査についても、有資格者（工作物石綿事前調
査者等）が行う必要があります。

（詳細は右下のQRコードから確認できます）

・事前調査結果を現場に備え付けて掲示すること。

・作業の実施状況を写真等で記録すること。

【事前調査の結果報告が必要な工事】

・建築物の床面積 80ｍ2 以上の解体工事

・請負金額税込100万円以上の改修工事 

・請負金額税込100万円以上の工作物の解体又は改修工事 

※上記に該当する場合は、事前調査の結果(石綿の有無)に
関わらず建設現場を管轄する労働基準監督署へ報告が必要。

・発注業者に解体又は改修を行う建築物等に係る石綿等の
使用状況を確認できる資料があれば情報提供を受けてくだ
さい。

工作物の事前調査について



＜参考＞アスベスト建材の使用部位例

※国土交通省の「目で見るアスベスト建材」より抜粋



＜参考＞アスベスト建材の使用部位例

22. 石綿含有けい酸カルシウム板第1種 24. 石綿含有せっこうボード 

〈主な使用部位と用途〉
・一般建築物の天井材、壁材として使
用されている 
・外装では、軒天井材とその関連部材、
準防火地域での軒裏などに使用されて
いる 
〈特徴〉
・軽量で耐火性、断熱性に優れている

〈主な使用部位と用途〉
・事務所、病院、公共施設などの天井に多
く使用されている 
・住宅の場合は、洗面所や台所の天井に使
用されている 



＜参考＞アスベスト建材の使用部位例

27. 石綿含有壁紙 28. 石綿含有ビニル床タイル 

〈主な使用部位と用途〉
・石綿を含有するアスベスト紙に表面
化粧をした壁紙で、すべて不燃材料と
して出荷されていた 
・湿式方式の壁に比べて、修繕、張替
えが容易にでき、内装制限が適用され
るオフィスビルの廊下、スポーツ施設、
商業施設、地下街などを中心に使用さ
れていた 

〈主な使用部位と用途〉
・事務所、病院、公共施設などの床に多く
使用されている 
・住宅の場合は、洗面所や台所の床に使用
されている 



＜参考＞アスベスト建材の使用部位例

29. 石綿含有ビニル床シート 31. 石綿含有窯業系サイディング  

〈主な使用部位と用途〉
・防水性が高いことから水周りに多く
使用されている 
・住宅の場合は、合板等の木質系下地
面に接着剤を用いて施工するのが一般
的である

〈主な使用部位と用途〉
・一般的には、外壁材として用いられる 
〈特徴〉
・防・耐火性能が高い、耐震性、耐久性が高く、
壁体内通気がとり易いなどの特徴がある



＜参考＞アスベスト建材の使用部位例

37. 石綿含有住宅屋根用化粧用スレート 39. 石綿セメント円筒

〈主な使用部位と用途〉
・ほとんどが屋根材として使用されている
が、一部外壁に使用される場合もある 
〈特徴〉
・セメントに補強材として石綿を混入し、
平板状等に成形した屋根材である 

〈主な使用部位と用途〉
・換気用円筒材、煙突、雑排水管などに使
用されている



2021年4月1日
職場における熱中症対策の強化
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夏季の気温と 熱中症の災害発生状況（H24～）

平成３年～令和２年の３０年間を基準とした偏差：気象庁

業務上疾病調：厚生労働省（死傷者数は休業４日以上、死傷者数には死亡者数を含む）



熱中症による死亡災害の多発を踏まえた対策の強化について

職場における
熱中症による死亡災害の傾向

・死亡災害が２年連続で30人レベル。

・熱中症は死亡災害に至る割合が、他の災害の

約５～６倍。

・死亡者の約７割は屋外作業であるため、

気候変動の影響により更なる増加の懸念。

ほとんどが

「初期症状の放置・対応の遅れ」

早急に求められる対策

「職場における熱中症予防基本対策要綱」

や「STOP! 熱中症クールワークキャン

ペーン実施要綱」で実施を求めている事項、

現場で効果を上げている対策を参考に、

現場において

死亡に至らせない（重篤化させない）

ための適切な対策の実施が必要。

熱中症死亡災害（R2-R5）の分析結果

初期症状の
放置・対応の遅れ

100件

その他
3件

100件の内容は以下のとおり

発見の遅れ

（１）

異常時の
対応の不備

（2）

重篤化した
状態で発見 医療機関に

搬送しない等
78件 41件



★重要★ 熱中症対策の強化

・熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれがある

作業者を見つけた人がその内容を報告させるための体制

をあらかじめ会社ごとに整備し労働者への周知すること。

・①報告を受ける人、②報告する人の連絡先、③連絡方法

を決めること。

・周知方法は、掲示板への掲示、メール、文書の配布、朝

礼での口頭伝達等。必要に応じて複数の手段を組み合わ

せて使用すること。

１ 報告体制の整備と周知

●「WBGT値28度以上または気温31度以上の環境下で連

続１時間以上または１日４時間を超えて行われることが

見込まれる作業」が対象【業種や会社内外は関係なし】

・出張先、複数の場所で作業を行う場合、作業場所間の移

動、臨時作業も含まれます。

・原則、作業前に作業場所のWBGT値または気温の測定を

行ってください。

・作業に従事する人には同一の場所で作業する人がいれば

その作業者も含まれます。



★重要★ 熱中症対策の強化

・①熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置の内

容、②①の実施に関する手順を決めること。

・作業手順の作成に当たっては、フロー図や別添のリーフ

レットを参考にしてください。作業場所と作業内容の実

態を踏まえて、会社独自の手順を定めることも可能です。

・会社の緊急連絡網、搬送先の病院の連絡先（住所を含

む。）を定めた場合は、併せて記載しましょう。

・身体の冷却方法の例

→作業着を脱がせて水を身体にかける、涼しい休憩所に避

難させること、ミストファンを当てること、アイスラ

リー（流動性の氷状飲料）を摂取させる等

・施行日：令和７年６月１日

・条文：労働安全衛生法第22条

（労働安全衛生規則第612条の２が新設）

●リーフレットに記載されている＃7119は秋田県内で

サービスを行っていません。【注意】

２ 作業手順の作成と周知



★重要★ 熱中症対策の強化

秋田労働局 熱中症

無料でダウンロードできて

すぐに使えるよ！



STOP！熱中症クールワークキャンペーン

職場における熱中症による死傷災害の発生状況（速報値）

• 令和７年の速報値では、全国で死亡災害を含む休業４日以上の熱中症による死傷者数は
1,681人で、うち死亡者は15人となっています。業種別でみると、製造業が337人、建設業
が278人の順で多くなっている。

• 死亡者数については、15人のうち建設業が５人と最も多く発生しており、次いで、警備業が
２人となっている。

• 熱中症予防のための労働衛生教育の実施を確認できなかった事例や、糖尿病、高血圧症など
熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病や所見を有している者への配慮を行っていな
かった事例も見られた。



STOP！熱中症クールワークキャンペーン

※JIS規格に適合した暑さ指数計で暑さ指数を随時把握

STEP
1 暑さ指数の把握と評価

➢ ＷＢＧＴ値の把握：
・作業場所のWBGT値の把握と低減措置を図るため、
測定器を備え付けてリアルタイムに対応できるよう
にしましょう。

・環境省で作成している熱中症予防情報サイトも参考にしましょう。

例：ＷＢＧＴ指数計

※秋田県内の数値は実況推定値なので、
作業場の条件によって数値が異なる場合
があります。



STOP！熱中症クールワークキャンペーン

WBGT基準値とは

暑熱環境による熱ストレスの

評価を行う暑さ指数のこと

WBGT基準値の活用方法

右の表に基づいて

身体作業強度とWBGT基準値を比べる

・冷房等により当該作業場所の

WBGT基準値の低減を図ること。

・身体作業強度（代謝率レベル）

の低い作業に変更すること。

・WBGT基準値より低いWBGT値

である作業場所での作業に変更す

ること。

基準値を超える場合には

それでも基準値を超えてしまうときには STEP2以降の熱中症予防対策 を行う。

表 身体作業強度等に応じた WBGT 基準値 



STOP！熱中症クールワークキャンペーン

STEP
２ 測定した暑さ指数に応じて対策を徹底

➢ 暑さ指数の低減
・屋外の作業場は、直射日光を遮る遮蔽物（簡易な屋根等）、ミスト
シャワーなど（※湿度の上昇に注意）
・屋内の作業場は、冷房、スポットクーラーなど
➢ 休憩場所の整備
・冷房の設置、スポーツドリンク、塩飴等の備付けなど

※「見える」安全活動コンクールより抜粋



STOP！熱中症クールワークキャンペーン

※ファン付き作業服

➢ 作業時間の短縮
・暑さ指数に応じて休憩時間を増やす、作業を一旦中止する

➢ 服装
・ファン付き作業服、ヘルメット、冷感グッズなど



STOP！熱中症クールワークキャンペーン

➢ 暑熱順化への対応
・熱に慣らすため、7日以上（できれば2週間）かけて作業時間の調整

・暑熱順化トレーニング

※日常生活の中で無理のない
範囲で汗をかくようにする。



STOP！熱中症クールワークキャンペーン

➢ 水分・塩分の摂取
・水分と塩分を定期的に摂取する（休憩時間
だけでなく、作業中も摂取するようにしましょう。

水分補給の注意点



STOP！熱中症クールワークキャンペーン

➢ プレクーリング
・作業開始前や休憩時間中に深部体温を低減。
例：冷房が効いた部屋での朝礼、休憩時に冷たいおしぼ
り等で体を拭く、アイススラリーを飲む。

➢ 健康診断結果に基づく対応
・以下の疾病を持った方には医師等の意見を踏まえ配慮
①糖尿病、②高血圧症、③心疾患、④腎不全、⑤精神・神経関係の
疾患、⑥広範囲の皮膚疾患、⑦感冒、⑧下痢

➢ 日常の健康管理
・朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒は熱中
症の発症に影響を与えることを指導し、作業開始前に
確認する。



STOP！熱中症クールワークキャンペーン

➢ 作業中の労働者の健康状態の確認
・巡視を頻繁に行い声をかける、「バディ」を
組ませる等により単独作業を避け、労働者に
お互いの状態を確認させましょう
➢ 異常時の措置
・少しでも本人や周りが異変を感じたら、必ず
作業を中止し、病院に搬送する（症状に応じて救急隊を要請）。



STOP！熱中症クールワークキャンペーン

➢ 緊急連絡体制の整備
・体調不良者がでた場合の緊急連絡体制を整え、万が一に対応できる訓練を
しましょう。

熱中症応急手当カード



＜参考＞熱中症予防のための資料
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労働者死傷病報告の電子申請等
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労働者死傷病報告の改正及び電子申請の義務化

① e-Gov 電子申請（https://shinsei.e-gov.go.jp/）

② 労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る
入力支援サービス
（https://www.chohyoshien.mhlw.go.jp/）

電子申請の方法

・入力支援サービスはガイダンスに基づき入力した情報

をe-Govを介して直接電子申請できます。

・入寮した情報を端末に保存できるので作業の一時中断

ができ、再申請の場合もデータの再利用ができます。

https://shinsei.e-gov.go.jp/
https://www.chohyoshien.mhlw.go.jp/


労働者死傷病報告の改正及び電子申請の義務化

電子申請の事前準備

e-Govアカウント又はGビズIDを取得すること。

※MicrosoftやGoogleでもログイン可能！

厚生労働省労働基準局
広報キャラクター たしかめたん

電子申請を利用すると、

・監督署等へ行く手間が省ける

・時間や場所をえらばない

・スマホやパソコンで手続き可能

・電子証明書等は不要

など、いろいろメリットがあるよ！
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